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研究要旨：阪神淡路大震災を契機に進められている国の震災などの広域災害への対応と

して、災害拠点病院、災害派遣医療チーム（DMAT）が整備され、内閣府主導の広域医療

搬送訓練が定期的に行われ、各災害拠点病院では災害マニュアルの策定がなされた。し

かし、東日本大震災においては、津波によって広域に甚大な被害が発生し、インフラや

交通・情報通信網等の破綻が起き、従来のマニュアルでは対応しきれない多くの問題が

露呈された。そのため厚労省は、全国の県、政令市、特別区に対して「災害時における

医療体制の充実強化について」（平成 24年 3月 21 日付 0321 第 2 号厚生労働省医政局長

通知）を発信し、医療機関においては、被災したことを想定した災害対策のための業務

継続計画（Business Continuity Plan; BCP）の作成を努力目標とした（その後災害拠

点病院においては、その作成は平成 30 年度末までの義務とされた）。しかしながら、社

会一般で作成されている BCP がどのようなものであるのかという理解と、医療機関とい

う特性の中でどのようなものを作成するのかが不明確であり、多くの医療機関ではその

作成が滞っていた。そのため平成 24 年に「BCP の考え方に基づいた病院災害対応計画

作成の手引き」（平成 24 年度厚生労働科学研究「東日本大震災における疾病構造と死

因に関する研究」（代表者：小井土 雄一））を作成し、さらに昨年度には、本研究班と

して、全国の災害拠点病院に向けて「災害拠点病院における震災などの大災害に備えた

業務継続計画（BCP）作成の手引き」と「災害総合対応計画（BCP 案）」として具体的な

ものを呈示した。災害拠点病院とそれ以外の医療機関とでは災害時の役割は異なること

も多く、災害拠点病院以外の医療機関における BCP をどのように考え、どのように作成

すればよいのかは多くの施設にとってさらに難題である。そこで、本年度は、災害拠点

病院以外の様々な医療機関における BCP を作成するための「指針」を作成した。 

 「指針」には、医療機関における BCP の考え方を示すとともに、その作成のために必

要な項目を共通項目と、特殊項目とに分け呈示した。さらに具体的な作成につなげるた

めに BCP 作成の「手引き」を作成した。手引きには「作成のためのステップ」、指針に

示した「BCP に盛り込む共通項目と特殊項目についての簡単な解説を加え、全体の章立

ての例を呈示した。 

 

Ａ．研究目的  

昨年度の分担研究では、災害拠点病院にお

ける BCP 普及の一助となるべく、災害拠点

病院を対象とした BCP「作成の手引き」とそ

れに基づいた BCP の一例を呈示した。しか

しながら災害時の医療は災害拠点病院だけ

で収束するはずもなく、被災地の医療機関



すべてがそれぞれの役割を遂行するための

BCP も必須である。東日本大震災、茨城県に

おける洪水災害、熊本地震の被災地では、

診療の継続の可否、ひいては「病院避難」

という事態に迫られた現状を踏まえ、地震

だけではなく、多くの広域災害に対して拠

点病院とは異なる医療機関における BCP を

備えるために、何をどのように考え、どの

ように備えるのかを明確にするために、そ

れぞれに条件が異なる医療機関にもあては

めることができる「一般病院における BCP

作成のための指針」を提言する。また、そ

の作成がより具体的に円滑にできる一助と

して、「一般病院におけるBCP作成の手引き」

を作成する。 

 

Ｂ．研究方法 

国立病院機構災害医療センターで病院計

画を研究して来た経験を活用し、「想定災害

拠点病院の業務継続計画（BCP）」の原案を

作成したことを踏まえ、今年度は、それぞ

れの病院の立場の違いを踏まえた上での震

災などの非常時に病院がどのような危機に

追い込まれるのかを分析し、診療の中断、

病院避難をも視野に入れて、その上でどの

ように備えればよいのかについて、他の分

担研究者の研究を参考にしながら、災害教

典病院以外の医療機関における BCP の考え

方を示すとともに、それを作成するための

「指針」を呈示し、具体的な作成に役立て

てもらえるよう、「指針」をもとにした「作

成の手引き」を作成した。 

 

Ｃ．研究結果：別添の三つの研究成果 

 

・「医療機関（災害拠点病院以外）における

災害対応のための BCP 作成指針」（資料１） 

 

・「医療機関（災害拠点病院以外）における災

害対応のための BCP 作成の手引き」（資料２） 

 

・「医療機関（災害拠点病院以外）における

BCP チェックリスト」（資料３） 

 

Ｄ．考察  

 今年度の研究は、災害拠点病院以外での

BCP にはいかなる要素が必要で、具体的に

BCP 自体をどのように捉え、最低限どのよう

な計画を立てて、それを実行するための準

備がどうあるべきかを分析して実際に備え

ることを目的としたが、やはり実際には、

経験値がない中での、病院経営的に厳しい

状況の中での BCP の準備には種々の障壁が

あることが推察される。この状況を改善す

るためには、国や自治体ぐるみの幅広い枠

組みの中での BCP 作成の支援体制（作成の

知的助言や経済的支援）による先導ないし

後押しが必要なのではなかろうか。 

 

Ｅ．結論 

 災害拠点病院以外の医療機関で活用でき

る震災を含めた災害時対応のための BCP 作

成の「指針」と「手引き」を示した。これ

が有効に活用されるかどうかについては、

国や自治体などからのサポートによって、

それぞれの医療機関が、BCP の必要性を理解

し、その作成を実行してゆける環境が求め

られる。 

 

 

Ｆ．健康危険情報：該当せず 

 

 

 

 

 



Ｇ．研究発表 

1.  論文発表 

堀内義仁：緊急地震速報システムによる減

災と病院機能の維持．日本集団災害医学会

誌，15（2）：225-230，2010． 

 

堀内義仁，小井土雄一：新しい防災の考え

方と病院の BCP 災害医療・集団災害管理に

求められる医療設備．病院設備，52（5）：

23-27，2010． 

 

堀内義仁，小井土雄一：災害に強い病院づ

くり 国立医療雑誌「医療」，64（10）：

700-703，2010． 

 

堀内義仁・医療機関における「BCP マニュ

アル」作成の基本・Japanese Journal of 

Disaster Medicine，20:179-183, 2015． 

 

2.  学会発表   

堀内義仁：医療機関における「BCP マニュア

ル」作成の基本．第 19回日本集団災害医学

会総会・学術大会，東京，2014. 

 

堀内義仁：医療機関の BCP と地域をつなぐ

もの．第 23 回日本集団災害医学会総会・学

術大会，横浜，2018. 
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（資料１） 

－医療機関（災害拠点病院以外）に

おける災害対応のための BCP 作成の手引き－ 

分担研究者：堀内義仁 

 

【はじめに】 

災害拠点病院以外の医療施設においても、

大地震、津波、洪水、土砂災害、火山噴火な

どに伴う災害に対しての BCP の作成が厚労

省から求められている。 

「作成の手引き」には、作成のためのステ

ップを示し、「作成の指針」に示した医療機関

における BCP の考え方に基づいた盛り込む

べき共通項目、特殊項目についての補足を加

えるとともに、より具体的な全体像がわかる

ように、章立ての例を示す。 

各項目については、自施設の事情に合わせ

て取捨選択してより特性と実現性の高いもの

として組み上げていただきたい。作成が滞っ

ている多くの医療機関での BCP 作成のため

に活用していただければ幸いである。 

 

【作成のためのステップ】 

 本手引きを有効に活用して、自施設におけ

る BCP をチェック、改善、あるいは新たに作

成するために、以下のステップを踏むことを

推奨する。 

1）BCP 作成の担当者（担当部署）の決定 

2）既存の災害マニュアルまたは BCP の読み

直し 

3）別資料の「指針」の共通項目・特殊項目の

中から自施設に必要な項目を抽出 

4）別資料の「医療機関における BCP チェッ

ク項目」（資料 A）などによる、自施設のマ

ニュアルの不足分のチェック 

5）抽出した項目を自施設の事情に合わせたも

のに変え、「章立て」して計画の本体とする 

6）視覚的にわかりやすくするために必要に応

じて図表を作成する。 

7）リストや帳票類など計画の遂行時に使用す

るものは「資料」などとしてまとめる 

8）表紙（タイトル）、目次、索引を作成して

作成者、作成日を付す 

9）作成した BCP は諸事情の変化や訓練によ

る検証結果などにより定期的に書き直し、

その記録を残す 

 

【BCP に盛り込む共通項目】 

「指針」で箇条書きした項目のうち、イメー

ジをはっきりさせる目的で各項目の下に簡単

な解説（＊）を加えた。 

 

1）基本方針（作成の目的と適応範囲） 

 以下の要素を考慮してどのような災害に、

どのように対応してゆくのかについての方針

をまとめる。 

 

・対象とする災害の種類：大地震、津波、洪

水、土砂災害、火山噴火など 

＊地域の地理的条件、病院の立地条件など

から備えるべき災害の種類を決定し、そ

れに対応する BCP とする。 

・想定される被害の想定 

＊人的被害、建物被害、通信の遮断など 

・失われる診療機能の想定：入院診療継続不

能、外来診療機能の低下、医療者の人的不足 

＊想定した被災下でどのような機能が失わ

れ、それによる診療の継続が可能である

のか、避難が必要なのか、支援が必要な

のかは可変的であり、BCP として備える

範囲が変わる。 

・地域から自施設に求められている診療機能、

地域防災計画の中での自院の役割 

 ＊日頃求められている診療内容を踏まえる

とともに、平常時とは変わるニーズを想

定する。また、地域防災計画などに盛り



込まれている役割を確認し、それを実行

できるようにする。 

・被災時に求める診療体制 

＊病院避難、入院診療維持（籠城）、外来診

療の一時中止とその後の再開、被災傷病

者受入れ、受援体制 

 

2）事前準備 

 この部分が通常の診療体制では補えない

BCP の本体部分といえる。 

 

・平常時における災害対応組織体制（または

担当者） 

 ＊施設の規模などによって事情は異なると

考えられるが、要は災害時の対応に備え

る組織（災害対策本部）や担当者を決め、

それを明示する。 

・通常業務から災害対応モードに移行する基

準と災害対策本部の設置 

 ＊どの程度の被害のときに、どのような診

療体制（あるいは避難）にするのかの基

準を決めておく。また災害対策を設置す

るタイミングについても決めておく。洪

水ではいきなり被災するのではなく、情

報収集・準備などの段階的対応も必要と

なるので対策本部を設置する前段階とし

て、暫定的な本部や担当部署（担当者）

での対応も想定しなければならず、どの

ような状況や基準で切り替えてゆくのか

を明確にする必要がある。地震について

も、休日・夜間帯の発災時や被害状況が

判明するまでの間をどのような体制で行

うのかを決めておく。 

・災害時における本部機能（災害対策本部） 

 ＊発災後の対応を決定し、継続的に遂行す

るために必要な本部機能を明示する。ICS
＊に準じて対応に必要な機能（例：指揮統

制、計画、実行、情報・物品管理、財務）

を整理して、自施設に該当する部署にあ

てはめて組織体制を決定する。構築され

た組織体制は担当する業務と合わせて図

表として明示する。小規模な施設であれ

ば、災害時の責任者（指揮命令者）とそ

れを支えるスタッフを決めておき、それ

ぞれの役割を事前から明らかにしておく。 
＊ICS（インシデントコマンドシステム）：

災害などの危機に対して機能的に対応す

るために、組織の指揮命令系統を、指揮

命令者をトップに必要な機能を遂行する

部署の責任者を含む決定機関（対策本部）

を設定し、その下にそれぞれの機能を果

たす部署（要員）が所属するようにした

樹形図的な組織体制のこと。部署責任者

不在等で部署の指揮統制ができない時は、

その上位の部署責任者がその機能を代行

する。 

・災害に対応するためのチェック項目の設定

とチェック体制 

 ＊BCP 全体の完成度や到達度が可視化でき

るように、BCP に必要な項目を内容ごと

にまとめた一覧表を作成し、チェックを

行い、達成できていない項目の改善につ

なげる。（本研究、別資料「災害拠点病院

以外の医療機関における BCP チェック

項目」参照、その他様々な機関が推奨し

ているものあり）。 

・災害時における優先業務の設定と優先度の

決定 

 ＊災害時に対応すべき業務、しなくともあ

るいは後回しにしても良い業務を選別し

て挙げる。 

・優先業務の実施体制：時系列（タイムライ

ン） 

 ＊上記の優先事項を、BCP の実行計画の基

軸として、遂行すべき時間順（できれば

達成までの目標時間も設定）に表などに



まとめ、対応の具体的内容を明記する

（5W1H）。簡単に書いたが、この計画の

的確性、実現性、実効性の出来が結果を

大きく左右する。 

・診療情報維持体制 

 ＊電子カルテの診療データや紙ベースの診

療録が失われないように保管する必要が

ある。電子データについては遠隔サーバ

ーに二重化して保存するなどの対策が求

められる。 

・災害時用カルテ 

 ＊災害時に被災患者の受入れを行う場合、

その診療記録を通常カルテ、独自の災害

用カルテ、全国医療機関共通の災害時標

準診療録（文末参考資料 URL）のいずれ

を使用するのかを決めて準備しておく。 

・災害時に関わる外部機関の設定と調整：契

約・協定など 

 ＊災害時に自施設のみでは対応できない外

部からの情報、物的・人的支援を得るた

めに必要な機関を決めて、何がどのよう

に支援・供給されるのかを具体的にして、

必要な契約や協定を結んでおく必要があ

る。一覧化して見やすいものを作成して

おく。 

・関連外部機関との連絡体制 

 ＊上記の連絡先、災害時にも通用する連絡

手段を一覧化する。 

・スタッフの連絡体制 

 ＊スタッフの安否確認を含めて、連絡網や

一斉連絡がとれる方法を準備しておく。 

・スタッフに対する教育と訓練 

 ＊どの規模でどの程度の教育や訓練をする

のかについては施設間で大きな違いがあ

ると考えられるが、最低限、事態が起こ

る前にスタッフが行う役割とその方法を

教育あるいは訓練しておく。個々のスタ

ッフが発災時に自分の役割を、即座に確

認できるよう、「アクションカード」を準

備しておくことが望ましい。 

・避難計画（院内・院外）：想定した災害に関

して、必要があれば作成する。 

＊施設の条件によって大きくことなるが以

下の要点を勘案して作成する。 

   どのような災害時に、誰が、どのような

基準で、どのような避難体制をとるのか

を、決定し、明記する（本研究分担研究

「病院避難の支援実施に関する指針」、

「病院避難の受援実施に関する指針」を

参照）。基本的には、院内待機型の避難（籠

城）と院外への避難（避難場所への避難

と別の医療機関への転院とがある）を想

定し、それぞれの場合における、自施設

で行えること（自助）、期待できる支援（共

助）を得て行えることを時系列に整理し

てまとめる。特に可能性の高い被害につ

いては実効性の高い計画をたてておく必

要がある。この項目は他に、災害に伴う

一時退院やその基準、スタッフ・入院患

者の避難の優先度、避難・転院時の診療

録、転院先との取り決め、避難先からの

帰院、避難中のスタッフの待遇、施設の

経営的問題など多岐にわたるものを含む

ので、まず避難ありきの状態に陥る可能

性の高い施設では、別途「病院避難マニ

ュアル」としてまとめておくとよい。 

・受援計画：想定した災害に絡み必要があれ

ば作成する。 

 ＊これも施設ごとに大きく異なるものでは

あるが、個々の施設の診療機能の継続の

ために必要な人的・物的支援を挙げ、支

援を円滑に受けられるように計画を立て、

訓練する。大々的な受援、特殊な受援が

必要となるような施設においては、別に

「受援マニュアル」としてまとめるとよ

い。 



・遺体・遺族対応 

 ＊行政、警察などと連携した地域防災計画

の枠組みを踏まえた対応方法や、ご遺体

の安置場所、安置方法など。 

・BCP の維持管理体制：計画自体を見直し、

実情に合わせて改善する体制 

 

3）発災直後の業務遂行計画（従来の災害対応

マニュアルの行動計画に該当） 

◆初動体制（診療（避難）体制の決定まで） 

・災害対策本部の設置 

 ＊院内外の種々の情報をもとに計画の実行

を決定・指示する場所である。複数のス

タッフが滞在できる広い場所を指定し、

情報管理のための資器材を設置しておく

ことが望ましい。 

・被災状況・安否情報（スタッフ・院内患者）

の確認 

 ＊院外の状況はテレビ・ラジオ・インター

ネット、防災無線など様々な手段を利用

して得ることができるが、院内の安否情

報を含めた被災情報は、避難の判断や、

診療機能の評価の観点から必要な情報を

絞り、それらの集約方法を予め決めてお

く必要がある。この目的で、各部署の安

否情報と被災時のチェック項目を記入し

た報告用紙とその報告をまとめるフォー

マットを準備しておく。院外スタッフの

安否情報は、初動期には、時間的優先度

は下がるが、BCP の実行に必要な主要ス

タッフについては携帯メール等で即座に

連絡がとれる体制を備えておく。 

・診療形態の決定 

 ＊施設がおかれている状況、得られた情報

から総合的に判断して、避難か診療継続

かを判断しなければならないが、診療形

態（入院患者の診療継続、通常の外来患

者の診療の可否、災害による傷病者の受

入れの可否）とその基準については事前

に決めておく。 

◆優先業務の実施：上記で決定した診療形態

の実施 

・計画実行の指示 

＊災害対策本部（施設責任者）は事前準備

で作成した時間経過に合わせた優先度の

高い業務の遂行をスタッフに指示し、具

体的な診療態勢（避難態勢）に入る。 

 

・部門別運用体制（マニュアル、アクション

カード等） 

＊上記で決めた組織体制の本部を含めた各

部署で具体的に遂行する優先業務を時系

列に行動計画としてまとめる。部署ごと

にあるいは個人ごとに必要な優先業務を

別にアクションカードとして作成して準

備しておくとよい。放射線部門や薬剤部

門など、内容に詳細なチェックや運用が

必要な部署のものは部署別のマニュアル

としてまとめることも一つの方法である。

傷病者の受入れを行う場合、トリアージ

による傷病者の緊急度の決定とその後の

受入れの流れ、それぞれの部署の担当者

（責任者）と優先業務（診療）の内容、

部署間の連絡方法、傷病者の搬送方法な

どの取り決めを明記する。病院避難、避

難はしないが院内にとどまる（籠城）場

合や、患者受入れの中止の場合について

も明記する。病院避難についてはかなり

特殊な状況であり、別に「避難マニュア

ル」として作成しておくとよい。 

 

4）診療維持計画（亜急性期・慢性期対応） 

 災害対応が中長期におよぶことによる、人

的、物的不足を想定して、診療が継続できる

体制を組むために必要な計画を明記する。 

・外部供給の明示 



＊患者やスタッフの飲料水・食糧、簡易ト

イレ、生活水、衛生用品、生理用品、防

寒グッズ、照明器具、自家発電以外の燃

料、医薬品、医療資器材、酸素、医療用

（透析など）の水、ミルク、おむつなど

の供給元、供給方法の決定 

・受援体制 

 ＊外部からの種々の支援者による中長期的

な支援、継続支援を受ける場合を想定し

た具体的な計画（前述の「受援マニュア

ル」と重なる） 

 

5）災害時特別体制（災害モード）の収束・通

常診療への復帰 

・収束基準・方法 

 ＊通常診療に戻すまで、何がどの程度回復

したら、どの程度の診療体制に戻してゆ

くのかを段階的に行う基準を作成する。 

 

6）リスト・帳票類・資料など 

 ＊大きなリストや、災害時に使用する診療

録（災害時標準診療録など）、各種帳票類、

部門別アクションカード、被災状況の分析

などの資料は、附表や資料集としてまとめ

る。なお、部門内や項目内にあった方が見

やすいものについてはその限りではない。 

 

【BCP に盛り込む特殊項目】（災害時に不利

な地理的立地条件、被災に対するレジリエ

ンス不足、特殊な診療機能を有する医療機

関など） 

  上記の共通項目と重なる部分もあるが、

施設の特殊性を考慮した項目として、作成

指針に挙げた以下を参考として、自施設に

当てはまるもの、さらにここには挙げられ

ていないさらなる特殊性を勘案して、計画

の中に組み込んでいただきたい。 

1）自施設の特殊性の分析 

・地理的立地条件：被災を受けやすい、孤立

しやすい、離島、隣接医療機関との距離など 

 ＊その他、海抜、液状化、崖崩れ、人口密

度、などの条件 

・地域から求められている診療機能継続の重

要性：他の医療機関との連携がとりにくい

専門分野か、一時的であれば診療が破綻し

てもやむを得ないのか 

・建物の耐震化が不十分 

・想定した災害に対応するための絶対的なス

タッフ不足 

 ＊人的支援が期待できない、支援が来るま

でに長時間かかる 

・急性期疾患に対応困難 

 ＊日頃急性期対応を行っていないが、被災

地の「病院」として怪我人が受診する、運

ばれてくる場合。 

・長期療養型で長期臥床患者が主体 

＊病院待機、病院避難が主たる対応となる

場合。急性期対応ができない場合と重なる。 

・特殊機能型の医療機関あるいは特殊機能型

の病棟を併設している：透析施設、精神病

院、重症心身障害施設、小児病院、産科病

院、循環器・呼吸器専門病院など 

 ＊特殊な設備、医療機器、搬送に伴う困難

を勘案して独自の計画が必要。 

 

2）特殊性から求められる対応 

・応急危険度判定 

 ＊老朽化した建物で余震による倒壊の可能

性もあり応急危険度判定が優先される。 

・スタッフの避難体制 

 ＊津波や原発事故で待ったなしのスタッフ

避難が優先される。 

・受援の必要性の判断基準 

 ＊患者の受入れよりももっぱら受援を受け

る施設なので、どのような被害でどのタ

イミングで受援要請をする等の取り決め



が必要。 

・要受援状態の発信体制 

 ＊上述のケースでのSOS発信の手段と発信

先。 

・避難計画：避難基準、避難準備体制、避難

場所の確保（院内・院外）、避難方法 

 ＊特殊な環境にあり、独自の避難計画が必

要 

・病院内避難（籠城）のための備蓄、供給体

制 

 ＊院内待機が長期化する際の一定量（最低 3

日分？）の水・食糧・燃料などの備蓄と供

給体制の確保 

・吸入酸素対応 

＊酸素の供給体制の確保（酸素供給業者と

の協定など）・訓練 

・透析治療の維持体制 

＊必要器材の供給体制、地域ネットワーク

の活用 

・特殊領域の医療者の受援体制 

 ＊専門科による支援が必要となることが明

らかな場合の受援体制の整備。 

・地域住民等による自助・共助体制 

 ＊支援を得られるまで時間的要素を加味し

た自助・共助で遂行できる事柄と可能性

のある支援元の決定と支援元への働きか

け、共同訓練などの体制。 

 

【BCP の維持管理（BCM）】 

以上について項目立てをして、データ化し、

（冊子としてまとめ）、スタッフに周知すると

ともに、院内外の状況の変化や訓練による検

証結果に合わせて遅れなく改定、改善しなが

ら、BCP に基づいた本計画を管理する。この

ためには、BCP の維持管理を行う平常時の担

当部署や、担当者を決めることが求められる

とともに、この体制自体を BCP の一部として

組み込まねばならない。 

 

【章立ての例】 

 以下に、これまで述べてきた項目を計画と

してまとめるための「章立て」の一例を挙げ

る。各章には、上述の項目の中から必要なも

のを「見出し」をつけ、目次とする。あくま

でも一例であるので、各施設の計画にあわせ

て整理していただきたい。 

 

第Ⅰ章 災害対応の基本方針 

第Ⅱ章 災害対応のためのチェック項目 

第Ⅲ章 災害対応のための事前準備 

第Ⅳ章 災害時の初動対応（発災から診療

体制の決定まで） 

第Ⅴ章 災害急性期診療体制 

第Ⅵ章 災害亜急性期・慢性期対応・災害

対応の収束 

第Ⅶ章 病院避難マニュアル・受援マニュ

アル 

第Ⅷ章 附表（リスト、帳票類、アクショ

ンカード、資料など） 

 

【参考資料】 

・堀内義仁 医政指発 0904 第 2 号 BCP の

考え方に基づいた病院災害対応計画作成の手

引き 2015 年 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/buny

a/kenkou_iryou/iryou/saigai_iryou/dl/saigai

_iryou04.pdf  

 

・堀内義仁 病院 BCP 作成の手引き（災害拠

点病院用）（平成 29 年 3 月版） 

www.med.tottori-u.ac.jp/emergency/files/31

255.pdf 

 

＜想定災害拠点病院における BCP マニュア

ルの見本＞ 

・堀内義仁 「BCPの考え方に基づいた災害



対応マニュアルについての研究」平成28年度

厚生労働省科学研究費研究「地震、津波、洪

水、土砂災害、噴火災害等の各災害に対応し

たBCP及び病院避難計画策定に関する研究」

（研究代表者：本間正人）分担研究報告書な

らびにファイルリスト その他（10文書）  

https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/

NIDD00.do?resrchNum=201620017A 

 

＜災害時標準診療録＞ 

・災害時の診療録 

www.jaam.jp/html/info/2015/pdf/info-20150

602.pdf 

 

 

 

 

 

 



（資料２） 

－医療機関（災害拠点病院以外）における災

害対応のための BCP 作成指針－ 

分担研究者：堀内義仁 

 

【はじめに】 

  阪神淡路大震災を契機に進められている

国の震災などの広域災害への対応として、災

害拠点病院、災害派遣医療チーム（DMAT）

が整備され、内閣府主導の広域医療搬送訓練

が定期的に行われ、各災害拠点病院では災害

マニュアルの策定がなされた。しかし、東日

本大震災においては、津波によって広域に甚

大な被害が発生し、インフラや交通・情報通

信網等の破綻が起き、従来のマニュアルでは

対応しきれない多くの問題が露呈された。そ

のため厚労省は、全国の県、政令市、特別区

に対して「災害時における医療体制の充実強

化について」（平成 24 年 3 月 21 日付 0321 第

2 号厚生労働省医政局長通知）を発信し、医療

機関においては、被災したことを想定した災

害対策のための業務継続計画（Business 

Continuity Plan; BCP）の作成を努力目標と

した（その後災害拠点病院においては、その

作成は平成 30 年度末までの義務とされた）。

しかしながら、社会一般で作成されている

BCP がどのようなものであるのかという理解

と、医療機関という特性の中でどのようなも

のを作成するのかが不明確であり、多くの医

療機関ではその作成が滞っていた。そのため

平成 24 年に「BCP の考え方に基づいた病院

災害対応計画作成の手引き」（平成 24 年度厚

生労働科学研究「東日本大震災における疾病

構造と死因に関する研究」（代表者：小井土 雄

一）を作成し、さらに昨年度には、本研究班

として、全国の災害拠点病院に向けて「災害

拠点病院における震災などの大災害に備えた

業務継続計画（BCP）作成の手引き」と「災

害総合対応計画（BCP 案）」として具体的な

ものを呈示した。災害拠点病院とそれ以外の

医療機関とでは災害時の役割は異なることも

多く、災害拠点病院以外の医療機関における

BCP をどのように考え、どのように作成すれ

ばよいのかは多くの施設にとってさらに難題

である。そこで、本年度は、災害拠点病院以

外の様々な医療機関における BCP を作成す

るための「指針」を作成した。 

 ここには「指針」として、医療機関におけ

る BCP の考え方を示すとともに、その作成の

ために必要な項目を共通項目と、特殊項目と

に分け呈示する。具体的な作成方法について

は「作成の手引き」を活用されたい。また、

本研究分担研究として同時に「病院避難の支

援実施に関する指針」、「病院避難の受援実施

に関する指針」も作成されているので参照さ

れたい。 

 

【医療機関における BCP の考え方について】 

事業継続計画（BCP）は、一般的には、「平

常時の組織内の対応能力では応急対応できな

い事態を想定して、事業の継続、復旧を目指

して行うための対応策で、時間的、数的な目

標をクリアするために策定されるもの」であ

る。医療機関にあてはめれば「事業」は「診

療（医療）」であり、「診療」を継続するため

に平常時の応急対応では対応しきれないこと

に特化した計画で、従来の発災後の施設内で

の応急対応の決め事（マニュアル、アクショ

ンカード）では対応しきれない事象に備える

ための計画である。従来の災害対応マニュア

ルとの関係を整理すれば、医療機関の「BCP」

とは、「震災などの災害によって損なわれる病

院機能（診療機能）を、実行可能な事前準備

と発災後のタイムラインに乗せた行動計画の

遂行により維持・回復するとともに、発災に

よって生じた新たな医療ニーズ（すべてのフ



ェーズ）にも対応するための計画で、従来の

災害対応マニュアルを含み膨らませた広義の

もの」である（図 1）。BCP の要素としては、

①方針を決め、②チェック項目を活用した計

画を立て、③計画が実行できるように教育・

訓練を行い、④実災害へ BCP を適用し、⑤そ

の結果を検証・分析して、⑥計画自体の改善

につなげる、という計画自体のマネージメン

ト （ Business continuity Management; 

BCM）を含むものとして広くとらえる必要が

ある。これはいわゆる PDCA サイクルを回す

ことと同じと考えてよい。BCP を遂行するこ

とで減災し、発災後に優先度の高い対応を確

実に行い、不足する資源（医療資源、ライフ

ライン関係）を補充しながら、急性期、亜急

性期、慢性期への対応を行うことが可能とな

る（図 2）。 

 

 

 

 

図 1 医療機関における BCP の適応範囲 

 黄線枠内の応急対応に加えて黒線枠内

のすべてを含むものが医療機関における

広義の BCP となる。狭義の BCP は黄枠

線外に相当する。 

 

 

 

 

 

図 2 医療機関における BCP のイメージ 

 

【BCP に盛り込む共通項目】：以下の項目内

の当てはまるものを適用 

1）基本方針（作成の目的と適応範囲） 

・対象とする災害の種類：大地震、津波、洪

水、土砂災害、火山噴火など 

・想定される被害：人的被害、建物被害、通

信の遮断など 

・失われる診療機能の想定：入院診療継続不

能、外来診療機能の低下、医療者の人的不足 

・地域から自施設に求められている診療機能、

地域防災計画の中での自院の役割 

・被災時に求める診療体制：病院避難、入院

診療維持（籠城）、外来診療の一時中止とそ

の後の再開、被災傷病者受入れ、受援体制 

 

2）事前準備 

・平常時における災害対応組織体制（または

担当者） 

・通常業務から災害対応モードに移行する基

準と災害対策本部の設置 

・災害時における本部機能（災害対策本部） 

・災害に対応するためのチェック項目の設定

とチェック体制 

・災害時における優先業務の設定と優先度 



・優先業務の実施体制：時系列 

・診療情報維持体制 

・災害時用カルテ 

・災害時に関わる外部機関の設定と調整：契

約・協定など 

・関連外部機関との連絡体制 

・スタッフの連絡体制 

・スタッフに対する教育と訓練 

・避難計画（院内・院外） 

・受援計画 

・遺体・遺族対応 

・BCP の維持管理体制：計画自体を見直し、

実情に合わせて改善する体制 

 

3）発災直後の業務遂行計画（従来の災害対応

マニュアルの行動計画に該当） 

◆初動体制（診療（避難）体制の決定まで） 

・災害対策本部の設置 

・被災状況・安否情報（スタッフ・院内患者）

の確認 

・診療形態の決定 

◆上記で決定した診療形態の実施 

・計画実行の指示 

・部門別運用体制（アクションカード等） 

 

4）診療維持計画（亜急性期・慢性期対応） 

・外部供給の明示 

・受援体制 

 

5）災害時特別体制（災害モード）の収束・通

常診療への復帰 

・収束基準・方法 

 

6）チェックリスト・帳票類・資料など 

 

【BCP に盛り込む特殊項目】：災害時に不利

な地理的立地条件、被災に対するレジリエ

ンス不足、特殊な診療機能を有する医療機

関などのバリエーションから生じる項目。

以下の項目あるいは項目内のものから当て

はまるものを適用。さらに追加が必要なも

のは付け加える。 

1）自施設の特殊性の分析 

・地理的立地条件：被災を受けやすい、孤立

しやすい、離島、隣接医療機関との距離など 

・地域から求められている診療機能継続の重

要性：他の医療機関との連携がとりにくい

専門分野か、一時的であれば診療が破綻し

てもやむを得ないのか 

・建物の耐震化が不十分 

・想定した災害に対応するための絶対的なス

タッフ不足 

・急性期疾患に対応困難 

・長期療養型で長期臥床患者が主体 

・特殊機能型の医療機関あるいは特殊機能型

の病棟を併設している：透析施設、精神病

院、重症心身障害施設、小児病院、産科病

院、循環器・呼吸器専門病院など 

 

2）特殊性から求められる対応 

・応急危険度判定 

・スタッフの避難体制 

・受援の必要性の判断基準 

・要受援状態の発信体制 

・避難計画：避難基準、避難準備体制、避難

場所の確保（院内・院外）、避難方法 

・病院内避難（籠城）のための備蓄、供給体

制 

・吸入酸素対応：酸素の供給体制 

・透析治療の維持体制：必要器材の供給体制、

地域ネットワークの活用 

・特殊領域の医療者の受援体制 

・地域住民等による自助・共助体制 

 

【BCP の維持管理（BCM）】 

以上について章立て、項目立てをして、デ



ータ化し、（冊子としてまとめ）、スタッフに

周知するとともに、院内外の状況の変化や訓

練による検証結果に合わせて遅れなく改定、

改善しながら、本計画を維持・管理する。 

 

【参考資料】 

・堀内義仁 医政指発 0904 第 2 号 BCP の

考え方に基づいた病院災害対応計画作成の手

引き 2015 年 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/buny

a/kenkou_iryou/iryou/saigai_iryou/dl/saigai

_iryou04.pdf  

 

・堀内義仁 病院 BCP 作成の手引き（災害拠

点病院用）（平成 29 年 3 月版） 

www.med.tottori-u.ac.jp/emergency/files/31

255.pdf 

 

＜想定災害拠点病院における BCP マニュア

ルの見本＞ 

・堀内義仁 「BCPの考え方に基づいた災害

対応マニュアルについての研究」平成28年度

厚生労働省科学研究費研究「地震、津波、洪

水、土砂災害、噴火災害等の各災害に対応し

たBCP及び病院避難計画策定に関する研究」

（研究代表者：本間正人）分担研究報告書な

らびにファイルリスト その他（10文書）  

https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/

NIDD00.do?resrchNum=201620017A 

 

 

 


